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愛知働くもののいのちと健康を守るセンターニュース   通 巻 132号   2003.5

〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町 9-3労 働会館 本 館306号

TEL・ FAX 052-883-6966    mail ZAP034210nifty.ne.jp

URL  httpi//member.nifty.ne.jp/aichihatarakumono/

健 康 学 校
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問いても学れて.実瞬する

春の健康学概開催
いのち輝 く春になりました !みなさん、毎日元気に働いていますか?気 持ちよく眠

れていますか?朝 の目覚めはさわやかですか?

心身ともに元気に働き続けられるように、あなたの職場を今一度見直してみません

か。健康学校は、職場の労安活動に悩んでいるみなさんの思いに応える企画を用意 し

ました。今回の健康学校では、各分野で、専門に研究ご活躍いただいている、医師 ・

弁護士の方に講師をお願いしました。期待のもてる講座と自負 してお ります。ぜひご

参力日下さい。

■会 場   労 働会館本館 2階 会議室 (金山駅から名鉄本線に沿つて南へ徒歩10分 )

■参加費  1回 500円 (4回 1600円 )

■定 員   50名
■時

・
間  18時 開場 ・18時 30分 開会 (終了予定20時 45分 )

■主 催   愛 知健康センター ロ愛知県労働組合総連合

健康センターまで、FAXで お願いします。)
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謡座の内容>

A. 5月 1

講師

B,  5月 2

講師

C.5月 2

講師

D. 6月

講師

4日 (水) 「 産業医から見た働く人たち」

小林 章 雄氏 (愛知医科大学教授 ・名古屋市教育委員会産業医)

1日 (水) 「 労働基準法の改悪と私たちの健康」

中谷 雄 二氏 (名古屋共同法律事務所弁護士)

8日 (水) 「 うつ病の原因と対応、快復後の受けいれは…B」

粥川 裕 平氏 (名古屋工業大学教授)

4日 (水) 「 パソコンであなたの健康は大文夫?そ の対策は」

宮尾 克  氏 (名古屋大学教授)

(お申し込みは、氏名 ・住所 ・連絡先 口所属団体 ・受講希望講座名を明記の上
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法律ねじまげる不当判決

4月 9日.名 百屋高載に控訴
鈴木明男さんの強制出向裁判判決は、 7年 間の長期審理の末、2003年

3月 28日、名古屋地裁で予期せぬ不当な判決が下されました。橋本昌純
裁判長は、結審後 1年 も放置 した後、「原告主張を棄却する」とい う判
決を満席の傍聴者を前に、理由を説明することなく言い渡しました。

■判決を1年待たせ、言渡しは10秒

2003年3月 28日名古屋地方裁判所大

法廷で、事前に申し入れた判決の説明

もな く、住友軽金属工業の鈴木明男 さ

んを職場か ら排除、本人の同意な しの

強制 ・脅迫出向事件について不当判決 |

が下されました。橋本昌純裁判長は、

後ろの扉から入 り、いつの間にか椅子

に座 りく一言
「原告の請求を棄却する、訴訟費用
は原告の負担とする」

<報 告集会で発言する鈴木明男さん>

と述べ、傍聴者が呆気に取 られている間に、裁判長は後ろの扉に消えました。
裁判長は、180名の裁判傍聴者に、何故、どんな理由で鈴木 さんを負か したのか説

明しませんでした。

■一か ら十 まで企業擁護の裁判長

裁判長は憲法や法律の番人です。 ところが、橋本裁判長は、出向には労働者の同意
が必要 とい う法律の存在は認めましたが、「特段の根拠があれば」労働者の同意な し

に出向を命 じることができると法律をね じ曲げました。

その根拠 として、会社 と労働組合が交わした出向協定を挙げていますが、出向協定
には、本人の同意は不必要 との条文はありません。証人 として出廷 した労働組合副委

員長も 「最終的には本人の同意が必要」 と証言 しています。
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橋本裁判長は、自分の考えに合わない

証言は無視 し、実質、法律まで変えて し
まいました。 このような企業擁護の立場
に立つ裁判長の下では、全ての労働者の

訴えは退けられてしまいます。

■当選 できないか ら立候補 を止めよと

言 うのか !

鈴木さんは、出向により住友軽金属労
働組合の役員選挙に立候補できなくなり
ました。このことについて、判決文は
「平成 6年 の組合役員選挙において、原告の得票は 17票 増加しているが、当選者の

最低得票数との差はいまだに349票もあるのであって、被告に原告の役員選挙立候補
を妨害する意図を生じせ しめるような得票数の増加ということはできない。」と断定
し、当選できない鈴木さんの権利はもともと無いに等しく、権利は侵害されていない
とするとんでもない理屈です。

橋本裁判長は、選挙という民主的なルールの初歩を否定する人物なのでしょうか。

■鈴木 さんは 「怖か った」 と言 つているのに…口

裁判長は 「上司大久保副長が、原告に対して 『住友銀行名古屋支店長がやられたよ
うに、お前に恨みを持つ住友軽金属のだれかが刺 し殺すぞ !』との発言をし、原告の

腹部を指で突いた事実が認められる。」としながら 「・…30分以上の世間話を伴った会
話の中での発言であり、その発言自体も、出向を拒否すれば原告に具体的な危害が及
ぶとい うような現実味のある発言とい うことはできない。」と断定しました。その上
住軽金労組 ・西野執行委員長の 「あれは冗談」と言 う証言を採用 し、「・…真に、原告
に出向に応 じなければ殺されるなどと感 じさせるようなものではない。」と勝手に判
断しています。さらに、原告 ・鈴木さんは、「脅迫された」と訴えているにもかかわら
ず、鈴木さんは「怖がっていない」とまで断定しています。

<裁 判傍聴の識者の声>

「ョー ロッパでは

あ り得ない判決」

猿回中京大学教授

私は、永年スウェーデン

の研究を専門に行つてきま

した。 しかし、日本の会社

や裁判所がとつている人権

無視はヨーロッパでは通用

しません。

<住軽金鈴木強制出向裁判とは>
'85・3 昼夜二交替制を反対する鈴木さ

んの組合活動に嫌悪 した会社は

「アル ミの構」へ長期監修
'94コ

10 出 向に際 しては 「本人の同意を」

主張している鈴木さんを嫌がら

せ出向させる。
'95・

8 強 制出向無効を名古屋地裁に提訴
'03・

3 不 当判決
'03・

4 名 古屋高裁へ控訴

「不当判決は

必ずひつくり返る」

見崎愛労連議長

なぜ鈴木 さんの訴えが

棄却 されたのか法律的に

も問題がある。 これほど
の不当判決は必ずひつく

り返る。そのために頑張

りましょう。
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<鈴 木明男さんの決意>

名高載への控訴を決める
鈴 木 明 男

判決は、私の主張 してきた事実を見ない、会社の言い分を鵜呑みにした不当判

決で した。裁判長は、出向が有効であるとする根拠の一つに、原告の雇用が確保

されているとしています。確かに私は住軽金の社員ですが、「アル ミの檻」以降、

会社は17年間一
貫して私を追放 しようとして企てました。がしかし失敗 しました。

言い換えれば、この間、職場の内外の皆さんに支えられ闘つてきた結果です。判

決は脅迫の言動について認めても、それを冗談と決め付けた り、会社の出向四基

準に当てはまらない私の出向について、裁判長は会社を助けるため、会社も言つ

ていない五つ 目の基準を勝手に作 り、私の主張を退けました。全く許すことがで

きない不当な判決です。

私は、高等裁判所での勝利をめざして控訴を決意 しました。皆さんのご理解 と

引き続くご支援をお願い致します。
2003.3.28 報告集会にて

おか しいぞ !

団体生命保険

住友軽金属 9争 議とは…・

住友軽金属関連企業では、 9つ

の争議を闘つています。これを住

友軽金属 9争 議と言います。その

九つの争議は、

団体生命保険金横取 り事件

6件 。(最高裁上告、係争中)

労働組合排除の不当労働行為

降格差別事件

高野労災不認定事件

強制、脅迫出向鈴木事件

(最高裁上告決定)

を示します。

団体生命保険裁判
いよいよ最高載での間いへ

住友軽金属 9争 議は、それぞれ重要な出場  |
にさしかかつています。特に、団体生命保険  |

金横取 り事件では、名古屋地裁において、保  |
険金は遺族のもので、会社のものとすること |
は公序良俗に反するという判決が出される一

 !

方、保険金は、全額会社のものというねじれ  |

た判決も出されました。           |

このような状況のなか、団体生命保険裁判  i
では、三つの裁判とも最高裁に上告され、第  |

三小法廷にかかつています。団体生命保険裁  |
判が、最高裁で審理されるのは初めてのこと ,
です。いよいよ最高裁の闘いで、1300万人の |

加入者と全労40J者の人権に大きな影響を与え |

る重大な段階に入 りました。

最高裁は、憲法判断を下すところです。原告と弁護団は、人格権 (憲法13条)の 侵

害を中心に据えて弁護の準備をしています。
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おか しいぞ !

団体生命保険
専門家本間先生 (     を

招いて学習会
団体生命保険裁判を支援する会では、最高裁での闘いに向け理論武装を強化するた

め、シンポジウムを企画しました。
今回のシンポジウムには、生命保険制度研究の第一人者、本間先生 (青山学院大学)

が講演を行います。

学習会の内容 として、団体生命保険制度の仕組みと問題点を分かり易く解明し、自
分の職場はどうなっているのか、開示されている会社名と内容、判決の内容、国際人
権規約にてらして、歪んだ団体生命保険を正 していく方向を解明して行く、貴重なシ
ンポジウムとなります。

多数お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。

「団体生命保険」守れ人権シンポ
■日 時 :2003年 5月 9日 (金)18:30か ら
■場 所 :全港湾会館 3階 大会議室 (電話052-652-1421)

(地下鉄名古屋港駅1番出日北へ約30m、 3階建三角屋根造り
■講演者 :本間照光先生 (青山学院大学教授)

水野幹男弁護士

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●●●●●●●●●●●●●●●●●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

労奨認定請求に関して
豊田労基署へ要望書を提出
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●●●●●●◆◆◆◆◆●●●●◆◆◆●●●●◆◆◆◆●●●◆◆◆◆◆◆●●●●●●◆

愛知健康センターでは、2002年4月 から、過労死されたご主人 (トヨタ自動車社員)
の労災認定請求に関して、ご遺族から相談を受けていました。ご遺族は、センター事

務所に数回来局され、事務局員や弁護士 ・医師からア ドバイスをいただき、精力的に

資料を集めたり、解音J医にも面会を求め、医師の新たな見解をまとめ、労基署へ提出

していました。労災認定を支援する愛知センターとしても、労基署への労災認定請求

に関する 「要望書」の提出を検討 していました。

要望書は、事務局員が中心になり、水野弁護士、日渕医師からご指導を受け、事務

局会議で検討を加えて作成 しました。豊田労基署へ労災認定請求を行つてほぼ一年が

経過 した2003年3月 28日 (亡くなつたご主人の誕生日)午 後、作成 した 「要望書」を、

事務局長 ・宮崎が、ご遺族とともに労基署に提出し、労災認定を強く要請 しました。

労基署局医の意見を参考にし、業務上外の認定がでるのは、6月 下旬から7月 上旬

になるのではないかと思われます。引き続きご支援をお願い致します。
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●●●●◆◆◆◆◆

泣き寝入りはしたくない
′
!

Cさん

東京で働いていた長男は30歳の独身。 I

働のため、疲れて自宅で亡くなつていると

なことになるとは思わず、口惜しくもあり

ません。

過労死家族の会が交流
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●◆◆◆●●●●●●●●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●◆◆●●

4月 13日午後、健康センター事務所で 「過労死家族の会」の交流懇談

会が開かれました。息子さんを失った二組のご夫婦をはじめ、ご遺族、

事務局員あわせて13名が出席。事件の経過、現在の心情などを語 り合い

ました。

Cノ フ トの技術者で、長時間過密労

ころを発見されました。まさかこん

、このまま泣き寝入 りはしたくあり

2002年2月 、32歳の夫が勤務先で倒れそのまま亡くなりました。製造ライン

の周辺サービス関連の仕事のため勤務記録がほとんど無く、レシー ト類、携帯

電話通話記録などをもとに長時間過重労働を証明するための資料を作成 しまし

た。作成 した資料は、労基署へ提出し労災認定を求めています。

刈谷市の美術館で働いていた夫は、高血圧の身にもかかわらず、毎晩10時過

ぎの帰宅でした。残された子どもは、2歳 と8か月の二人。ぜん息もあり毎日

自殺を考えていました。2002年6月労災申請をしましたが、長時間労働をよく

知つているはずの同僚も協力的とは言えず、当時の上司も冷たい態度です。

夫は、 3年 半前、1999年に自殺をしました。亡くなる3か 月前に主任に昇

任。昇進後は毎日のように深夜帰宅。さらに休 日も出勤していました。上司

もそれを煽つていたようで、労災申請にも非協力的です。子どもは、小学校

5年 生と2年 生。父親の死についてどこまで話 してよいのかも悩んでいます。

過労で殺された次男のことを想 うと、会社が憎くて

身体が震えてきます。私の幼い頃、父が自殺 し、それ

が原因でいじめにも遭いました。子どもには本当のこ

とを話すべきと思います。

- 6 -
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Fさん

夫は自宅で自殺をしました。その姿を見たとき、夫は会社に殺 されたと思

いました。す ぐに労災申請を行い、携帯電話の交信記録が消される 3か 月以

内に、証拠 として押 さえました。労災は、 1年 2か 月で認められました。子

どもはまだ 6か 月。同じ悲 しみ、苦 しみが他の方々に及ばないよう私な りの

力を尽 くしたいと思つています。

Gさ ん
13年前 3人 の子どもを抱えて未亡人になりました。当時、

一番下の子は 2

歳。会社は、夫が亡くなつたのは本人の責任と冷たく、誰に相談したらよい

のか途方にくれました。幸いによい弁護士さんと巡 り会い、「一年だけ頑張

ろう」と考え、それを積み重ねてきました。労基署では労災と認められず、

裁判所に提訴 しました。裁判は勝利和解 し労災認定され、本当に多くの皆さ

んに助けられました。

大切な身内を失つた悲しみに加え、生活の不安、子どもの将来の不安など参加者の

話はとぎれなく続きました。

話をしながら、時には涙で言葉が詰まることもありましたが、泣き寝入 りしたくな

いとい う気持ちは、皆さん強く出されていました。

雇 う側には、労働者のいのちと健康を充分に配慮する義務があるはずです。企業の

しかるべき責任を追求しようと確認 しました。

(文責 愛 知センター事務局員大家)

た い な か

ゆ た か福 祉 会

ゆたか福祉労組

人権 侵 害 事 件

■地労委で、不当労働行為審間

4月 22日、泰中事件不当労働行為について、地労委でローカルユニオンの三枝委員

長の審問がありました。北村弁護士は約 2時 間にわたつて、ゆたか福社会とゆたか労

組が、ローカルユニオンを差別 して来た事例を三枝証言で明らかにしました。

泰中さんを支援する側は数名の傍聴がありましたが、ゆたか福社会と労組には傍聴

はありませんでした。 どうやら、組合差別の事実をあれこれと一般組合員に聴かせた

くないので、傍聴 させなかつたもの岸思われます。

泰中事件とは 「第 2ゆ たか希望の家」に勤務する看護師、泰中広子さんがゆたか労

組を脱退 してローカルユニオンに加盟 したことから、2002年 9月 23日 に行わ

れた職員会議で4時 間余にわたつて泰中さん一人を全職員がよつてたかつて糾弾し、

治 りかけのうつ病を悪化させ、休職に追い込まれた事件です。その背景にはゆたか福

社会の労使が 「4名 のローカルユニオン組合員を退職に追い込む作戦」の一つとして

企図されたものであり、ゆたか労組を唯一の労組とする組合差別もからんでいます。

次回は6月 27日13:30から三枝委員長への反対尋間が行われます。
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■名古屋地裁での損害賠償請求事件
4月 23日、名古屋地裁で泰中事件の責任を損害賠償という形で明らかにする公判が

行われました。傍聴席は双方の傍聴者で満席になり、公判後の弁護士会館で行われた
説明会にも40余名が集まりました。

高木弁護士は、ローヵルユニオンが 「ゆたかの綱領を認めない」とかってに決めつ
けて、泰中さんを綱領を認めない者 として糾弾していること。また、「ゆたか」の綱
領では理念や指針を掲げるだけでなく価値観や信念、行動の規範まで職員に求めてい
るのは労働組合法や労働基準法第 3条 に違反 しているとし、価値観や信念の違いを理
由に繰 り返 しおこなわれていたゆたかの 「再教育」は間違っていると指摘 しています。
価値観や信念を同一にする宗教団体や政党と要求で一致する労働組合を混同してい

るゆたか福社会やゆたか労組は異常というしかありません。
今後は泰中さんの証言を病院で採録 し、公判を続ける予定です。

●◆◆◆●●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2001年労安法違反での
選検件数は751件

厚生労働省が発表 した、2001年に実施 した監督業務実施状況によると、法令違反に
よる送検数は、1346件で、うち751件が労働安全衛生法違反となつています。
違反の中で、労働安全衛生法違反をみると、

第 1位  安 全基準 (法20～25条)違 反
第 2位  健 康診断 (法66条)違 反

第 3位  定 期検診 (法45条)違 反
第4位  作 業者主任 (法14条)違 反
第 5位  衛 生管理者 (法12条)違 反

となっています。
これ,らの違反に伴 う送検数では、労働安全衛生法違反が751件 となってお り、

熙
鴎
ｗ

場

場

場

場

場

業

業

業

業

業

事

事

事

事

事

３０

５ ‐

２ ‐

２４

６３

・
６

拓

，
９

′
・
９

，
４

２５

９

６

５

４

第 1位  設 備等 (法20条)違 反

第 2位  作 業方法 (法21条)違 反

第 3位  事 故報告 (法100条)違 反

2184牛
197イ牛
126イ牛

翼鉛f‐|‐

熙畠鑑窯ン第 4位  就 業制限 (法61条)違 反      62件

第 5位  建 設物注文者 (法31条)違 反    30件
などとなつています。
業種的には建築工事業が最も多く222件、ついで土木工事業の200件となつています。
労働安全衛生法違反は犯罪です。労安法違反をなくす 日常活動が求められています。

あなたの職場では、労安法違反はありませんか?一 度、点検をしてみて下さい。
(東京社医研ニュース 「働くものの健康」より抜粋)

健康センターの腕章と演を作り
勢路嘉覇 ご嘉 嘉 宅気負

tS母甥ヨ覇1零母覇2■/ュ域兄夏比々/ど
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通話履歴 (3カ月以内)が労奨認定の資 に

「J需れないコールJが証拠にな
2002年1月、名古屋市の通信機器会社の営業マン (当時32歳)が 自殺 しました。彼

は毎 日深夜、携帯電話で、妻に「仕事でまだ帰れない」と連絡 していました。通話履歴

に残つた時亥」が、すさまじい長時間労働が原因でうつ病になつたことを示す資料の一

つとなり、2003年3月 、名古屋東労働基準監督署は労働災害と認定しました。

携帯の通話記録は一般に3カ 月しか保存されません。もし過労死の疑いがあるとき

は、早めにその記録を取り寄せ確保することが重要です。

労災申請を担当した弁護士によると、亡くなる前 5カ 月間の残業は、月100～150時

間。労基署はサービス残業も認め、10カ月の不払い賃金約280万円の支払いを会社に

命 じました。

過労死や過労自殺の労災申請や裁判では、残業時間の長さが判断の重要な決め手に

なります。厚生労働省が定めた過労死の労災認定の目安は、脳や心臓の病気、 うつ病

などが発症する前 1カ月に100時間か、6カ 月にわたつて月80時間以上になってます。

しかし、サービス残業が多く、実際の労働時間をつかむことは難 しいのが実態です。

そこで労基署は、過労死などの訴えを調査する際、あの手この手で労働時間を洗い

出す。仕事で使つたパノコンのデーターの更新時亥Jや職場の鍵をビル管理室に返 した

時刻などなど。サービス残業の摘発は、事業所の近くで刑事なみに「張り込み」をする

こともある。

敵もさる者。自宅に仕事を持ち帰る「ふろしき残業」を命 じる会社もあります。でも、

本人や家族が、仕事の開始と終了の時刻を毎 日眼もするだけでも証拠になります。家

計簿にご主人の帰宅時亥」を克明に記録 し、それが長時間労働を照明する証拠となり労

災認定された例もあります。万一に備えてそんな記録をつけることは、とても悲 しい

ことかもしれませんが。 (「朝日新聞4月 残業五話より抜粋」)

地労委.一 方的に和解を打ち切る

住友軽金属の100%出 資子会社であるスミケイ運輸の不当労働行為事件は、地労委

で結審 し、約 1年 間、和解の話 し合いを行ってきました。 しかし、4月 25日、地労委

は和解を一方的に打ち切 りました。

和解の争点は、現実の差別、労働組合事務所を問題としました。

会社は豊川営業所内に労働組合事務所を設けることを認めましたが、親会社の住友

軽金属伸銅所は拒否 したため、住軽金 9争議支援連絡会は、同伸銅所に対し同意する

よう要請をしてきました。 4月 21日、伸銅所は、「現地とよく相談して下さい」(2月

14日本社回答)を 無視 して、「これからは一切会わない !会社に入れない !」という態

度に出ました。

料

る

不当労働行為事件
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地労委民主化会議は、差別を解消し和解を進めるため、地労委に対 し「差別を解消

する立場に立ち、伸銅所調査、地労委への呼び出し」を申し入れました。 しかし、こ

れ らの申し入れは、訴え事項外、権限外であるとして、拒否 してきました。やつと決

定権を持つ親会社が出てきたら、これで手が出せないと和解を一方的に打ち切つてき

ました。
これでは規会社が拒否すれば、同一構内の子会社の労働組合事務所は設けることが

できなくなります。憲法にも労働組合法にも違反する行為です。親交労組は伸銅所に

団交を申し入れましたが、親会社は拒否 してきましたので、ただちに地労委へ団交斡

旋の申し入れをし、同時に公正な命令を早く出すように強く要請 し運動を強める決意

をしています。

f～
/ャ_年 会議の名袖と原稿を募集 ラ～/1

愛知健康センターの一年間の活動をまとめて、年会誌を発行します。その内容は ヽ

①研究報告 ② 職場からの報告 ③ 裁判所や労働基準局での問い ④ 短信 ・投稿 ヽ
⑤健康センターの活動 な どです。

8月 30日 (土)13:30(場 所 :労働会館)開催の総会に間に合わせて発行 します。 ヽ

この年会誌の名称と原稿を募集 しています。原稿 ・名称の締め切 りは7月 1日で

す。名称は、ハガキかFAXで 、原稿は、800字～3000字の長さで、一太郎か
ヽす 。 名 杯 は 、 ハ 刀 千 か P A人 ぐ

｀
、 原 摘 は 、 もU U十 ～ じU U U十 り X Gピ 、

~人
困)沖・

 日

遅弱1脊:憂′と駆隆努靭駒1ピュ/～】
◆◆◆◆●●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●●●●●●●

ご存じですか?労働福祉事業団
『憂知産業保健推進センターJ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●◆◆●●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●●●●◆◆●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■場  所 :〒460-0 0 0 8  中区栄四丁 目15番32号 日 建 ・住生 ビル 7F

TEL (0 5 2) 24 2-5 7 7 1  FAX (0 5 2) 24 2-5 7 7 3

E利 用日時 :午前 9時 ～午後 5時 (休日 :毎土 ・日曜日、国民の祝 日、年末年始)

■事業内容 :勤労者の健康確保を図るため、産業保健に関するさまざまな事業を行つ

ています。例えば ①窓口相談 ②実地相談 ③情報の提供 ④セ ミナー

⑤広報 ・啓発 ⑥調査研究 ⑦助成金支給 などを行つています。

セミナーの内容の一部を紹介 します。開講時間についてはお問い合わせ下さい。

受話料は無料ですからあらかじめ申し込んで下さい。

5月 16日 (金)「環境測定器の使い方実習」講師 :石田 修 (労働衛生工学担当相談員)

5月 21日 (水)「労働衛生教育」講師 :山田 琢 之 (同 )

5月 23日 (金)「有機溶剤と尿中代謝物」講師 :吉田 勉 (産業医学担当相談員)

5月 29日 (木)「過重労働防止のための具体的対応について」講師 :渡邊美寿津 (同 )
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インフォメーション

西日本をミナー σガ/′～/イg、奈良炉 /東 β本をミナー研 ″ ～ノ/g、群馬県 で開催 /

全国センター 「Health&Safety 2003年 働くもののセミナー」

f~/寵稲篠菰鏑;稿i輪蕊荘薬笑石T/~/R
、  口

EV『 J口に ISRし ハ 円
r,Vヽ

1珂 H08Rt衛 し 松 =“ ブ ヽ つ フ =

 ヽビ けたでも書角口できるすじっくしlこ諾義お1ら学ぴも太け1に交流し

～ヽヶヶ/_/ガ卿野切を■覧:′___ラ
1.日 程

<西 日本>

<東 日本>

2.会 場
<西 日本>

<東 日本>

3.宿 泊

6月 13日 (金)13i30～ 14日

6月 20日 (金)13:30～ 21日

ならまちセンター (奈良市内)
水上ホテル緊楽

土

土

12i30

12i30

<西 日本> 飛 鳥荘 (奈良市内)
〒630-8301奈良市高畑町1113-3(猿沢池畔)TEL 0742-26-2538 FAX 0742-26-0658

<東 日本> ホ テル緊楽 (水上温泉)
〒379-1617群馬県利根郡水上町湯原 TEL 0278-72-2521 FAX 0278-72-2361

4.参 カロ費  18,000円 (参加費・宿泊費・夕食交流会費を含む)日 帰 り参カロ5,000円

5 企 画内容

(1)記念講演

<西 日本> 服 部  誠  (石 川民医連会長/医 師)
<東 日本> 福 地 保 馬 (全国センター冨1理事長/北 大名誉教授)

(2)特別報告

(3)各講 座

第 1講座 (基礎講座)「働 くものの健康と安全を考える」
第 2講 座 (実践講座)「職場の労働安全衛生活動を考える」
第 3講 座 「働くもののメンタルヘルス」

第4講 座 「過労死B過労自殺等の補償と予防活動」
第 5講 座 「労働関連疾患、腰痛・頸腕・じん肺等の補償と予防活動」
第 6講 座 「中小企業労働者、業者、農民等の健康問題での協同と連携」

(4)夕食交流会

6.申 込み 愛 知健康センター 052-883-6966(TEL&FAX)
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5月 7日 (水) 全国センター常任理事会 13:00 東 京

8 日 (木) 労基法改悪反対連絡会総会 18:30 労 働会館

9 日 (金) 団体生命保険シンポ 18:00 全 港湾会館

1 0日(上) 食農研

権利討論集会

０

０

０

０

４

５ 労働会館

11日 (日) 有事立法反対集会 11100 自川公園

12日 (月) 第18回事務局会議 10:00 事 務所

14日(水) 健康学校 講師 :小林章雄先生(愛知医大) 18:30 労 働会館

19日 (月) スミケイ 9争 議事務局会議 18:30 労 働会館

21日(水) 林光雄裁判判決

健康学校 講師 :中谷雄工弁護士

(名古屋共同法律事務所)

13:00 地裁
18:30 労働会館

22日(木) 年金者大学 講 演 :山田信也先生

金丸世話人会

０

０

０

０

０

５

北区役所

小会議室

23日(金) 地方センター交流会 13!00～ 24日12:00まで 竹 島ホテル

24日 (土) 愛知争議団総会 13:30 労 働会館

26日 (月) 第19回事務局会議 10:00 事 務所

27日(火) 泰中地労委反対尋問 13:30 地 労委

28日 (水) 健康学校 講師 :粥川裕平先生(名工大) 18:30 労 働会館

30日(金) ダイコー千葉判決 13:30 地 裁

31日 (土) 名古屋南部地域再生センター設立総会

金丸さんを支援する会総会

13 00 港医療生協会館

労働会館18 00

6月 1日 (日) 絣の会特別公演 13:00 港 湾会館

4日 (水) 健康学校 講 師 :宮尾克先生(名大) 18:30 労 働会館
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